
4

【
は
じ
め
に
】

　

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｍ
は
「
事
業
承
継
」「
事
業

継
続
」「
緊
急
対
応
」
を
統
合
し
た
体

制
で
す
（
図
1
）。

　

早
速
、
本
題
の
緊
急
対
応
に
入
り
た

い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
前
に
決
断
す

べ
き
は
「
自
社
や
事
業
を
継
続
す
る
意

味
と
価
値
が
あ
る
か
」
と
い
う
究
極
の

問
い
に
答
え
る
こ
と
で
す
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
に
照
ら

し
て
自
社
の
存
在
意
義
を
探
り
、
Ｄ
Ｘ

の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
客
観
的
な
経
営

指
標
に
基
づ
い
て
「
勝
ち
残
れ
る
」
と

確
信
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
継
続
さ

せ
る
ま
で
も
な
く
廃
業
を
考
え
て
く
だ

さ
い
。
本
稿
は
、

・�

事
業
承
継
：
ス
コ
ー
プ
が
最
も
長
大

な
の
で
網
羅
的
に
概
説

・
事
業
継
続
：
テ
ン
プ
レ
ー
ト
紹
介

・
緊
急
対
応
：
固
有
項
目
の
概
説

と
い
う
順
で
解
説
し
ま
す
。

「
事
業
承
継
計
画
」

（
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
）

　
「
事
業
承
継
計
画
」
は
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の

コ
ア
で
あ
り
、
以
下
に
示
し
た
8
項
目

に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
す
。
経

営
者
は
就
任
と
同
時
に
検
討
を
始
め
、

退
任
時
ま
で
定
期
的
に
見
直
す
こ
と
が

肝
要
で
す
。

1
．
後
継
者

2
．
経
営
体
制

3
．
資
金
繰
り

4
．
事
業
継
続

5
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト

6
．
自
社
株

7
．
相��

続

8
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

1
．
後
継
者

　

要
件
を
定
義
し
、
複
数
の
候
補
者
を

Ｄ
Ｘ
推
進
や
新
規
事
業
開
発
、
事
業
再

生
、
資
金
調
達
等
で
競
わ
せ
（
タ
フ
・

ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
）、
最
も
優
れ
た
実

績
を
挙
げ
た
人
を
後
継
者
と
し
て
選

任
、
そ
の
後
も
高
難
易
度
の
案
件
で
実

績
を
出
し
続
け
て
経
営
者
と
し
て
の
レ

デ
ィ
ネ
ス
を
整
え
ま
す
。

　

全
て
の
候
補
者
は
同
じ
土
俵
で
競
い

合
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
た
と

え
我
が
子
に
継
い
で
ほ
し
く
と
も
、
本

人
に
は
伝
え
ず
静
観
を
貫
き
ま
す
。
こ

の
プ
ロ
セ
ス
が
子
に
対
す
る
揶
揄
や
反

発
を
防
ぎ
、
後
継
者
の
求
心
力
を
高
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

2
．
経
営
体
制

　

後
継
者
が
選
択
す
べ
き
経
営
体
制
は

集
団
合
議
制
と
し
、
経
営
幹
部
の
選
抜

と
育
成
も
、
後
継
者
と
同
様
に
競
わ
せ

ま
す
。
創
業
経
営
者
な
ら
独
断
専
行
が

許
さ
れ
て
も
、
後
継
者
に
は
論
理
性
や

合
理
性
、
公
正
性
、
公
平
性
な
ど
、
理

解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
意
思
決
定
プ
ロ

セ
ス
と
業
務
執
行
が
必
要
で
す
。

常に備えよ！
中小企業のための「IBRM」

ヒューマンキャピタルコンサルティング
代表

丹羽�政尊
URL���https://hccfirm.net
E-mail���info@hccfirm.net

Th
e title

1

　経営者の戦線離脱は経営にインパクトを与え

ます。疾病、事故、家族の介護、事件、不祥事

などの様々なリスクを可能な限りマネジメント

して、発生時の損失を極小化する体制を整えて

おくことは、事業継続にとって必須です。本稿

では、3段構えの統合的ビジネスリスクマネジ

メント体制「IBRM」（Integrated�Business�Risk�

Management）を確立する手順を概説します。

統合的ビジネスリスクマネジメント体制

https://hccfirm.net
mailto:info@hccfirm.net
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現
時
点
な
ら
、
Ｄ
Ｘ
時
代
に
お
け
る

パ
ー
パ
ス
（
存
在
意
義
）、
デ
ジ
タ
ル
・

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

ス
タ
イ
ル
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ

ム
な
ど
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
成
果
を

出
す
こ
と
を
求
め
ま
す
。

　

な
お
、
現
経
営
陣
は
経
営
者
と
共
に

一
斉
退
任
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

3
．
資
金
繰
り

　

金
融
機
関
が
後
継
者
を
信
用
で
き
な

い
う
ち
は
資
金
繰
り
の
条
件
が
厳
し
く

な
る
の
は
当
然
で
、
交
渉
し
て
も
期
待

薄
で
す
。
経
営
者
が
現
役
の
間
に
後
継

者
を
資
金
繰
り
担
当
者
と
し
、
共
に
金

融
機
関
と
の
関
係
を
構
築
し
て
仕
事
ぶ

り
を
見
て
も
ら
い
ま
す
。
次
に
、
財
務

管
理
の
精
緻
性
を
高
め
て
条
件
緩
和
の

交
渉
に
臨
み
ま
す
。

　

こ
の
積
み
重
ね
で
信
用
を
創
造
す
る

と
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
複
数
金

融
機
関
に
よ
る
協
調
融
資
）
が
活
用
で

き
る
可
能
性
も
開
け
、
資
金
繰
り
に
窮

す
る
リ
ス
ク
を
低
減
で
き
ま
す
。
あ
わ

せ
て
、
株
式
や
債
券
の
発
行
、
出
資
な

ど
に
よ
る
資
金
調
達
も
検
討
し
ま
す
。

図 1　 IBRM 体系

Day 0：経営者逝去日
〜 Q1 ：3 か月以内
Q1 〜 ：3 か月目以降
Y1 〜 ：1 年目以降

BCP

資金繰り 後継者

経営体制

自社株相続

Day 0

〜 Q1

Q1 〜

Y1 〜

コミュニ
ケーション

キャッシュ
アウト
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4
．
事
業
継
続

　

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
る
経

営
者
の
業
務
内
容
を
把
握
す
る
た
め
、

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
活
用
し

ま
す
。
後
述
す
る
「
事
業
継
続
」
の
項

で
概
説
し
ま
す
。

5
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト

　

Ｍ
Ｂ
Ｏ
／
Ｅ
Ｂ
Ｏ
（
経
営
陣
／
従
業

員
に
よ
る
買
収
）
は
、
事
業
が
継
続
さ

れ
る
可
能
性
が
高
く
双
方
に
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
、
買
い
手
の
資
金
負
担
が
重
い

場
合
に
は
金
融
機
関
の
融
資
や
出
資
を

募
っ
て
買
収
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

Ｍ
＆
Ａ
で
は
、
構
造
不
況
業
種
や
将

来
性
が
見
込
め
ず
独
自
性
に
欠
け
る
企

業
な
ど
は
1
株
1
円
で
も
買
い
手
が
つ

き
ま
せ
ん
。
買
い
手
が
見
つ
か
れ
ば
幸

運
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

将
来
性
が
見
込
め
る
な
ら
、
個
人
保

証
を
解
除
で
き
る
可
能
性
が
高
い
Ｉ
Ｐ

Ｏ
（
株
式
公
開
）
も
選
択
肢
の
一
つ
で

す
が
、
経
営
者
の
裁
量
権
が
大
幅
に
狭

ま
り
常
に
株
主
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

に
晒
さ
れ
経
営
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
上
場
企
業
に
相

応
し
い
経
営
品
質
を
求
め
ら
れ
管
理
コ

ス
ト
が
増
え
、
買
収
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

さ
れ
る
可
能
性
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も

考
慮
し
て
判
断
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
無
理
な
ら
、
資
産
を
全
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
に
変
え
、
借
入
金
や
保
証

関
係
を
整
理
し
て
廃
業
し
ま
す
。
従
業

員
に
丁
寧
に
説
明
し
て
理
解
を
求
め
再

就
職
先
の
斡
旋
に
尽
力
し
ま
し
ょ
う
。

6
．
自
社
株

　

同
族
に
承
継
す
る
場
合
、
株
主
総
会

に
お
け
る
重
要
議
題
の
可
決
に
は
議
決

権
の
２
／
３
以
上
の
賛
同
が
必
要
に
な

る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
議
決
権
付
き
発

行
済
株
式
総
数
の
２
／
３
以
上
を
後
継

者
に
集
中
さ
せ
ま
す
。

　

後
継
者
が
未
熟
な
ら
ば
、
後
継
者
に

過
半
数
を
、
信
頼
で
き
る
第
三
者
に
後

継
者
と
合
せ
て
２
／
３
以
上
と
な
る
分

を
承
継
す
る
形
も
良
い
で
し
ょ
う
。
多

く
の
親
族
が
社
内
に
い
る
場
合
は
、
後

継
者
と
の
衝
突
を
防
ぐ
た
め
に
種
類
株

式
（
図
2
）
の
活
用
も
推
奨
し
ま
す
。

　

自
社
株
は
、
引
き
継
ぐ
人
、
会
社
の

概　　説事　　項 種類株式名

①剰余金の配当

②残余財産の分配

③株主総会における議決権の行使

④譲渡

⑤株主から会社への取得請求権

⑥会社による強制取得

⑦株主総会決議に基づく全部強制取得

⑧定款に基づく種類株主総会の承認

⑨種類株主総会での取締役・監査役の承認

優先株式、劣後株式

優先株式、劣後株式

議決権制限株式
（無議決権株式）

譲渡制限株式

取得請求権付株式

取得条項株式

全部取得条項付株式

拒否権付株式
（黄金株）

選任権付株式

剰余金配当の際、他の株式より優先ま
たは劣後する

会社解散時等の残余財産の分配につい
て、他の株式より優先または劣後する

決議事項の一部または全部について議
決権を行使できない

すべてまたは一部の株式について、譲
渡の際に会社の承認を得る義務がある

保有する株式の対価に、金銭や他の株
主などの財産を請求できる権利がある

会社に一定事由が生じた際に、会社側
がその株式を強制的に株主から取得で
きる

株主総会の特別決議により会社が対象
のすべての株式を取得できる

一定の事項について、株主総会決議に
加えて種類株主総会の決議を必要とす
る（敵対的買収の防衛策として活用で
きる）

種類株主総会において取締役または監
査役を選任する決議が付されたもの

図 2　種類株式の概要
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規
模
と
状
況
に
よ
っ
て
税
務
上
の
評
価

方
法
が
異
な
り
ま
す
。
予
め
理
解
し
て

お
け
ば
、
配
当
政
策
や
利
益
・
純
資
産

政
策
、
会
社
規
模
の
変
更
や
増
資
な
ど
、

評
価
額
や
承
継
コ
ス
ト
の
引
き
下
げ
余

地
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

諸
要
件
を
満
た
せ
ば
従
来
の
贈
与
税

や
相
続
税
よ
り
低
い
税
率
で
自
社
株
承

継
で
き
る
相
続
時
精
算
課
税
の
活
用
も

検
討
に
値
し
ま
す
（
※
1
）。

　

第
三
者
が
後
継
者
の
場
合
は
、
経
営

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
巡
っ
て
軋
轢
が

生
じ
解
任
騒
動
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
た

め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
す
べ
き
で
す
。

　

所
有
・
経
営
・
執
行
の
分
離
が
確
立

さ
れ
て
い
る
大
企
業
で
さ
え
、
こ
の
手

の
騒
動
が
あ
り
、
オ
ー
ナ
ー
企
業
な
ら

推
し
て
知
る
べ
し
で
、
誰
に
と
っ
て
も

良
い
結
果
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

7
．
相  

続

①
資
産
・
負
債
の
確
認

　

経
営
者
と
し
て
の
相
続
財
産
は
、
自

社
株
、
経
営
者
貸
付
金
、
知
的
財
産
、

連
帯
保
証
債
務
、
従
業
員
借
入
金
、
死

亡
退
職
金
・
弔
慰
金
な
ど
で
す
。

　

ま
た
、
個
人
と
し
て
は
、
預
貯
金
、

不
動
産
、
上
場
企
業
株
式
な
ど
の
金
融

商
品
、
非
上
場
株
式
、
生
命
保
険
、
借

入
金
な
ど
の
債
務
、
葬
儀
費
用
の
負
担

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

②
相
続
放
棄

　

巨
額
負
債
や
連
帯
保
証
債
務
が
あ
れ

ば
相
続
放
棄
を
検
討
し
、
経
営
者
の
逝

去
日
か
ら
3
カ
月
間
（
熟
慮
期
間
）
以

内
に
相
続
す
る
（
単
純
承
認
／
限
定
承

認
）
か
放
棄
す
る
か
決
め
ま
す
。
相
続

放
棄
で
弁
済
責
任
は
免
れ
ら
れ
ま
す
が

資
産
相
続
の
権
利
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
相
続
放
棄
前
に
新
代
表
取
締

役
を
選
任
す
る
株
主
総
会
で
相
続
人
が

議
決
権
を
行
使
す
る
と
、
相
続
財
産
の

処
分
に
該
当
（
単
純
承
認
）
し
た
と
見

な
さ
れ
相
続
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
相
続
放
棄
を
考
え

て
い
る
場
合
は
、
株
主
総
会
は
欠
席
し

て
早
急
に
手
続
き
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

③
相
続
税
対
策

　

相
続
税
の
確
定
申
告
は
、
経
営
者
逝

去
日
か
ら
10
カ
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
配
偶
者
特
例
な
ど
を

活
用
し
た
い
な
ら
、
こ
の
期
間
内
に
遺

産
分
割
協
議
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　

相
続
税
に
は
さ
ら
に
軽
減
制
度
も
あ

り
、
配
偶
者
な
ら
実
際
に
取
得
し
た
正

味
遺
産
額
が
1
億
６
千
万
円
か
法
定
相

続
分
相
当
額
の
ど
ち
ら
か
多
い
方
ま
で

は
相
続
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
子
供
で

も
、
未
成
年
者
、
障
害
者
、
相
次
相
続

な
ど
に
該
当
す
れ
ば
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

相
続
手
続
き
を
効
率
的
に
進
め
る
に

は
、
相
続
に
特
化
し
た
税
理
士
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
求
め
ま
し
ょ
う
（
※
2
）。

④
納
税
資
金
・
承
継
資
金
の
確
保

　

非
上
場
企
業
の
自
社
株
に
は
換
金
性

が
な
い
の
で
、
納
税
資
金
や
承
継
資
金

を
自
力
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
の
が
死
亡
退

職
金
・
弔
慰
金
、
生
命
保
険
金
、
自
己

株
式
（
金
庫
株
）
で
す
。
こ
こ
で
は
自

己
株
式
に
つ
い
て
概
説
し
ま
す
。

　

後
継
者
が
相
続
し
た
自
社
株
は
、
一

定
期
間
内
（
相
続
開
始
か
ら
3
年
10
カ

月
）
に
金
庫
株
と
し
て
会
社
に
譲
渡
す

る
こ
と
で
、
自
社
株
を
第
三
者
に
売
却

す
る
こ
と
な
く
換
金
で
き
ま
す
。

　

相
続
時
以
外
に
金
庫
株
を
譲
渡
し
た

場
合
は
配
当
所
得
と
し
て
他
の
所
得
と

合
算
し
た
所
得
税
（
最
大
55
％
）
が
か

か
り
ま
す
が
、
前
記
条
件
を
満
た
し
た

場
合
は
、
他
の
所
得
と
分
離
し
て
一
律

20
％
（
所
得
税
15
％
＋
住
民
税
5
％
）

ま
で
軽
減
で
き
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
換
金
性

の
な
い
非
上
場
企
業
の
自
社
株
で
も
換

金
可
能
で
、
優
遇
措
置
の
恩
恵
に
あ
ず

か
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
※
3
）。

8
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

相
手
に
合
わ
せ
て
最
適
化
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
適
切
な
準
備
を
整
え
て
、
関

係
各
位
の
不
安
を
取
り
除
き
「
安
心
」

を
目
標
に
取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
広
報
と
共
に
、

Ｈ
Ｐ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア

な
ど
で
適
宜
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
発
出

で
き
る
体
制
も
整
え
ま
す
。

　

経
営
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
情
報
で
す
か
ら
、
事
実
に
基
づ
き
、

正
確
に
、
わ
か
り
や
す
く
、
誤
解
や
デ

マ
が
拡
散
し
た
場
合
の
対
処
も
含
め
て

情
報
管
理
を
徹
底
し
ま
す
。
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策
定
プ
ロ
セ
ス
に
は
す
べ
て
の
仕
事

の
棚
卸
し
が
あ
る
た
め
、
経
営
者
自
身

が
行
う
業
務
を
把
握
で
き
る
好
機
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
を
活
用
す
れ
ば
、
本
稿

の
目
的
は
達
成
で
き
る
の
で
Ｂ
Ｃ
Ｐ
自

体
の
詳
細
は
割
愛
し
ま
す
。
な
お
、
Ｂ

Ｃ
Ｐ
は
事
業
内
容
が
シ
ン
プ
ル
な
中
小

企
業
の
場
合
、
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
活
用

す
れ
ば
2
日
間
で
策
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
※
4
）。

て
合
法
的
に
実
施
し
ま
す
。
前
述
し
た

事
業
承
継
計
画
の
「
２
．経
営
体
制
」

も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

4
．
社
葬
の
執
行

　

ま
ず
は
、
遺
族
の
心
情
を
酌
む
こ
と

が
最
優
先
で
す
。
お
見
送
り
は
、
葬
儀

（
遺
族
主
体
）
と
社
葬
（
会
社
主
体
）

を
執
り
行
い
ま
す
。
社
葬
に
は
、
合
同

葬
と
お
別
れ
会
と
い
う
２
つ
の
形
態
が

あ
り
ま
す
（
図
4
）。

　

社
葬
は
、
追
悼
の
場
で
す
が
「
経
営

者
逝
去
後
も
盤
石
の
体
制
で
事
業
を
継

続
し
ま
す
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
社

内
外
に
示
す
場
で
も
あ
り
、
如
才
な
く

執
り
行
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

　

特
に
金
融
機
関
は
、
社
格
相
応
の
社

葬
（
規
模
、
費
用
、
参
列
者
の
顔
ぶ
れ

な
ど
）
を
滞
り
な
く
執
行
す
る
組
織
力

が
あ
る
の
か
を
見
極
め
て
い
ま
す
。

　

取
引
先
や
顧
客
に
は
、
こ
れ
ま
で
の

長
き
に
わ
た
る
お
引
き
立
て
に
対
し
て

感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
接
し
、
受
付

時
点
か
ら
大
切
な
参
列
者
と
し
て
の
お

も
て
な
し
が
重
要
で
す
。

　

沈
痛
な
面
持
ち
の
社
員
に
は
「
経
営

「
緊
急
対
応
計
画
」

（
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
）

　

こ
れ
は
、経
営
者
の
逝
去
日
（
Ｄ
ａ

ｙ
0
：
デ
イ
・
ゼ
ロ
）
か
ら
緊
急
事
態

を
脱
す
る
ま
で
の
急
場
を
凌
ぐ
策
で
す
。

1
．
Ｄ
ａ
ｙ 

0
対
応

　

最
優
先
は
、
緊
急
事
態
を
脱
す
る
た

め
の
状
況
把
握
と
経
営
者
の
業
務
内
容

を
可
能
な
限
り
引
継
ぐ
こ
と
で
、
訃
報

直
後
に
、
役
員
や
管
理
職
か
ら
数
名
で

Ｄ
ａ
ｙ
0
対
応
チ
ー
ム
を
発
足
し
タ
ス

ク
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
、
優
先
順
位

を
決
め
、
そ
れ
を
実
行
し
ま
す
。

2
．
資
金
繰
り
の
把
握

　

2
カ
月
分
程
度
の
月
次
資
金
繰
り
表

か
、
日
次
資
金
繰
り
表
を
作
成
し
、
法

人
契
約
の
生
命
保
険
金
（
入
金
）、
経

営
者
の
役
員
報
酬
（
消
滅
）、
死
亡
退

職
金
・
弔
慰
金
、
社
葬
、
経
営
者
や
金

融
機
関
か
ら
の
借
入
金
、
自
社
株
購
入

な
ど
（
以
上
出
金
）
を
入
力
し
て
、
資

金
シ
ョ
ー
ト
に
注
意
し
ま
す
。

「
事
業
継
続
計
画
」

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）

　
「
事
業
継
続
計
画
」（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）は
、
緊

急
事
態
に
遭
遇
し
た
際
に
、
事
業
資
産

の
損
害
を
最
小
限
に
留
め
つ
つ
、
事
業

継
続
あ
る
い
は
早
期
復
旧
の
た
め
に
、

平
時
に
行
っ
て
お
く
活
動
や
緊
急
時
に

お
け
る
事
業
継
続
の
方
法
・
手
段
な
ど

を
予
め
定
め
る
も
の
で
す
（
図
3
）。

合同葬方式 お別れ会方式

執行形態

執行時期

会社規模

メリット

注意点

密葬（近親者）、後日お別れ会（会社関係者）

密葬：5～7日目、お別れ会：40日目前後

中・大

葬儀・社葬を同時執行

7～10日目

小・中

遺族：近親者だけで静かなお別れ
会社：準備期間に余裕あり、宗教儀礼なし

遺族：会社との調整等の負担増
会社：経営者逝去情報の守秘・管理

※いずれの方式でも会社の将来が盤石であることを示し、経営者逝去の悪影響を最小限に食い止めることが重要

遺族：宗旨や意思の反映、香典は無税
会社：通常業務への影響少

遺族：費用は遺産総額から差し引き可
会社：取引先等にお別れの場の提供

図 4　合同葬とお別れ会

BCM（Business Continuity Management）とは社内外の状況を
分析して自社の弱点を把握し、それらを踏まえ合理的で実行可
能なBCPを策定できているかを検証する活動の総称です。

トレーニングと
アップデート

・専門担当組織

・文書化

・対応体制

・脆弱性の加味

・机上トレーニング

・シミュレーション

・ロールプレイング

・公的規格等との対比

・リカバリ方針

・目標復旧時間の設定

・合理性の見極め

・業務の見直し

・ビジネスプロセス

・ステークホルダー

・資金繰り

・ボトルネックの特定

リスクアセスメント
事業影響度分析

事業継続計画の策定
対応体制の設計

事業継続戦略の策定

図 3　BCM（事業継続マネジメント）の全体像
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て
合
法
的
に
実
施
し
ま
す
。
前
述
し
た

事
業
承
継
計
画
の
「
２
．経
営
体
制
」

も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

4
．
社
葬
の
執
行

　

ま
ず
は
、
遺
族
の
心
情
を
酌
む
こ
と

が
最
優
先
で
す
。
お
見
送
り
は
、
葬
儀

（
遺
族
主
体
）
と
社
葬
（
会
社
主
体
）

を
執
り
行
い
ま
す
。
社
葬
に
は
、
合
同

葬
と
お
別
れ
会
と
い
う
２
つ
の
形
態
が

あ
り
ま
す
（
図
4
）。

　

社
葬
は
、
追
悼
の
場
で
す
が
「
経
営

者
逝
去
後
も
盤
石
の
体
制
で
事
業
を
継

続
し
ま
す
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
社

内
外
に
示
す
場
で
も
あ
り
、
如
才
な
く

執
り
行
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

　

特
に
金
融
機
関
は
、
社
格
相
応
の
社

葬
（
規
模
、
費
用
、
参
列
者
の
顔
ぶ
れ

な
ど
）
を
滞
り
な
く
執
行
す
る
組
織
力

が
あ
る
の
か
を
見
極
め
て
い
ま
す
。

　

取
引
先
や
顧
客
に
は
、
こ
れ
ま
で
の

長
き
に
わ
た
る
お
引
き
立
て
に
対
し
て

感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
接
し
、
受
付

時
点
か
ら
大
切
な
参
列
者
と
し
て
の
お

も
て
な
し
が
重
要
で
す
。

　

沈
痛
な
面
持
ち
の
社
員
に
は
「
経
営

者
の
功
績
と
人
柄
に
恥
じ
な
い
品
位
に

満
ち
た
社
葬
を
執
り
行
う
こ
と
が
恩
返

し
に
な
る
」
と
伝
え
、
活
力
を
取
り
戻

す
契
機
と
し
ま
す
。

5
．
自
社
株
・
相
続

　

前
述
し
た
事
業
承
継
計
画
の
「
6
．

自
社
株
」
と
「
7
．相
続
」
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

6
．
承
継
／
売
却
／
廃
業
の
判
断

　

Ｄ
ａ
ｙ
0
時
点
に
お
い
て
承
継
の
可

否
を
決
断
し
ま
す
。
前
述
し
た
事
業
承

継
計
画
の
「
5
．キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
」

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ま
と
め

　

平
時
に
検
討
を
済
ま
せ
、
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｍ

と
し
て
規
程
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
ま
と
め

て
お
け
ば
、
緊
急
時
で
も
事
業
継
続
の

目
途
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
と
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
定
期
的
に
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

　

遺
族
は
生
活
資
金
（
死
亡
退
職
金
や

弔
慰
金
、
経
営
者
貸
付
金
な
ど
）
を
見

込
ん
で
い
る
の
で
、
保
険
金
請
求
を
行

い
ま
す
。
資
金
繰
り
が
苦
し
け
れ
ば
遺

族
の
想
定
よ
り
減
額
す
る
可
能
性
が
あ

る
旨
を
伝
え
、
了
承
を
得
ま
す
。

　

保
険
金
の
入
金
は
、
借
入
残
高
が
あ

る
銀
行
と
は
別
の
銀
行
口
座
を
指
定
し

て
弁
済
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
、

死
亡
退
職
金
・
弔
慰
金
と
し
て
支
給
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

3
．
新
し
い
代
表
取
締
役
の
選
任

　

後
継
者
が
未
定
な
ら
配
偶
者
も
し
く

は
第
1
子
を
選
任
し
、
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

リ
リ
ー
フ
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
も

ら
う
こ
と
で
関
係
者
の
合
意
を
得
て
、

法
人
の
意
思
決
定
を
行
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
リ
リ
ー
フ
と
は
い
え
状
況

を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
役
員
や
古
参

社
員
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
自
社
株
承

継
で
難
し
い
問
題
は
残
り
ま
す
が
、
事

業
継
続
を
優
先
し
ま
す
。

　

選
任
方
法
や
株
主
総
会
決
議
の
や
り

方
な
ど
細
か
な
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
専
門
家
の
指
導
に
基
づ
い

（※ 1）＜国税庁ホームページ＞
　　　・相続時精算課税の選択　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

（※ 2）＜国税庁ホームページ＞
　　　・相続税　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
　　　・配偶者の税額軽減　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
　　　・未成年者の税額軽減　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
　　　・障害者の税額軽減　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
　　　・相次相続控除　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

（※ 3）＜国税庁ホームページ＞
　　　・相続により取得した非上場企業の株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例（金庫株制度）
　　　 　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm

（※ 4）＜中小企業庁ホームページ＞
　　　・中小企業 BCP 策定運用指針　https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
　　　 ＜愛知県中小企業金融課ホームページ＞
　　　・中小企業向け事業継続計画（BCP）策定マニュアル　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/aichi-bcp.html

【脚注】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/aichi-bcp.html



